
令和５年９月１日

令和５年度「京都観光のプレイスブランディングに関する調査・戦略策定事業」

企画提案依頼書

1. 依頼の趣旨

2014（平成26）年度に策定された「京都観光振興計画2020」のもと、「世界があこがれる観

光都市」を標榜してブランディングに取り組んできたが、一部の時期や観光地における混雑

や、コロナ禍に伴う廃業、人手不足といった社会課題、アジア周辺諸国の急激な経済成

長、環境保全やジェンダーフリーなどへの意識の高まりなど、この１０年間で京都観光を取り

巻く環境は変化を続けている。そこで、2021（令和3）年度に策定された「京都観光振興計画

2025」においては、「住んでよし、訪れてよし、働いてよし」という新たな観点で、政策を展開

していくことが定められたところである。

これを踏まえて、京国内外に向けた京都観光のプレイスブランディング（京都という土地だ

からこそ提供を約束できる価値や体験、その土地に住まう人の暮らしの魅力、およびその伝

え方）の見直しを図るにあたり、必要となる調査および戦略を策定する業務を委託する事業

者を選定するため、以下の通り企画提案を募集する。

なお、本事業は観光庁の補助金を活用して実施することを前提としている。観光庁による

審査結果次第では、事業内容の見直しや中止が発生する可能性がある。

2. 業務概要

2.1. 提案依頼事項

A. 京都観光のブランドに関わる既存資料の整理方法

B. 有識者へのヒアリングによる仮説設計方法

C. 仮説を検証するためのアンケートの実施方法

D. ブランドを周知・定着させていくための戦略の検討方法

E. ブランドの周知・定着状況を評価・把握するための手法

F. 経費見積

詳細は、仕様書を確認すること。

2.2. 業務委託期間

契約締結日から令和６年３月８日まで

2.3. 委託上限金額

２,２００万円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）



3. 応募資格

次に掲げる要件を全て満たす者

● 公益社団法人京都市観光協会の会員（非会員の場合は、入会意向があることを条件

とする）

● 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと

● 地方自治法施行令１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し３年を経過しない者及

びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でな

いこと

● 以下に挙げる項目を滞納していないこと

○ 所得税又は法人税

○ 消費税及び地方消費税

○ 京都市の市民税及び固定資産税

○ 京都市の水道料金及び下水道使用料

● 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定

する暴力団密接関係者でないこと

4. 選考の進め方

4.1. スケジュール

令和５年　９月　１日（金） 企画提案参加表明募集開始

令和５年　９月　８日（金）１７：００ 参加表明締切、参加者の公表

令和５年　９月２２日（金）１７：００ 企画提案書等提出締切

令和５年　９月下旬 審査結果通知

令和５年１０月下旬 契約締結　業務開始

（観光庁からの補助金交付決定が必要なため

　審査結果通知から業務開始まで一定期間を要する）

令和６年　３月８日 業務終了

4.2. 審査方法

企画提案事業者から提出される提案書をもとに、４．３の評価項目に基づいて評価のうえ

（口頭での資料説明の機会は設けない）、最も優れた提案があった者を委託事業者として

選定する。

4.3. 選定結果の通知

● 全ての企画提案者に、選定結果（全ての提案者名と順位、評点）を通知する。

● 選定結果の公開は、最も評点の高かった事業者名のみとする。

● なお、結果についての異議申し立ては認めない。



4.4. 評価項目

以下の項目および配点に基づいて、複数名の審査員が評価を行う。合計点が６０点未満

の場合、選定の対象外とする。企画提案者が１者のみであっても、審査会は実施する。

項目 審査の観点 配点

スケジュール ● 発注者と委託先事業者が協議する機会が十分に予

定されているか。

● 発注者が納品物を検査する期間や、修正依頼する

機会が、十分に予定されているか。

5

実績 ● 類似の業務実績があり、その成果が国際的に認め

られる水準であるか。
10

背景理解 ● 京都市の社会情勢や観光行政に対する理解度が

高いか。

● 国内外の事例に関する知見があるか。

10

仮説案の

設定

● 妥当性や説得力があるか。

● 調査結果をもとに仮説を修正する余地があるか。

● 仮説に多様性や選択肢があるか。

10

文献調査や

ヒアリングの

手法

● 調査項目が網羅的で、その後の分析につながるこ

とが期待できるか。

● 調査対象の想定候補数が多く、かつ網羅的か。

15

アンケートの

手法

● 調査対象は妥当か。

● 検証したいことが明確か。

● 統計的な精度が担保されているか。

● 分析手法がわかりやすいか。

15

戦略策定 ● 調査結果の整理方法がわかりやすいか。

● 競合先の設定や、比較する要素は妥当か。

● 戦略ではなく計画になってしまっていないか。

● あらゆる関係者からの共感を期待できるか。

● 策定後の実効性を期待できるか。

10

発信手法 ● 構築したブランドを発信、普及させていくための具

体的な提案があるか。
5

評価手法 ● 評価にかかる経費が安価で、持続可能か。

● 評価項目がわかりやすく、調査が容易か。
10

所在地 ● 営業拠点が京都市内または近郊に存在するか 5

経費見積 ● 単価や内訳、算出根拠が明瞭か 5

虚偽の記載・説明があった場合、仕様書に適合しない提案があった場合、契約締結まで

に応募資格を失った場合、審査会に事前連絡無く遅刻・欠席した場合は、失格とする。



5. 応募手続

5.1. 参加表明

以下の情報をメール本文に記載のうえ、marketing@kyokanko.or.jp宛に送信すること。

● 提案事業者名

● 担当者指名

● 電話番号

5.2. 企画提案書等の提出

以下の項目をＰＤＦ形式（様式自由）で、marketing@kyokanko.or.jp宛に送信すること。

書類の作成に要した費用は、全て提案者の負担とする。

● 企画提案書

● 経費見積書

● 会社案内など提案事業者の概要が分かる資料

5.3. 質問および回答方法

募集に関する質問は及び回答は次のとおり行う。

受付期間 令和５年　９月１日（金）～９月１５日（金）

質問方法 marketing@kyokanko.or.jp　宛にメールを送信

回答方法 随時、京都市観光協会WEBサイト 本事業の公募ページに掲載する。


